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第7次NACCS更改専⾨部会

船会社(4)
船舶代理店(2)
海上保税蔵置場(9)
CY(7)
通関業者(9)
海貨業者(4)

NVOCC(2)
航空会社(4)
空港保税蔵置場(3)
混載・通関・代理店(7)
機⽤品業者(1)
輸出⼊者(3)

損害保険会社(1)
銀⾏(1)
関係省庁(2)
NACCSセンター

情報処理運営協議会

輸出⼊通関作業部会

通関業者(7)
混載・通関・代理店(9)
輸出⼊者(2)
損害保険会社(2)
関係省庁(3)
NACCSセンター

航空保税・貨物作業部会

航空会社(4)
空港保税蔵置場(4)
混載・通関・代理店(7)
機⽤品業者(1)
輸出⼊者(2)
関係省庁(3)
NACCSセンター

海上保税・貨物作業部会

船会社(4)
船舶代理店(2)
海上保税蔵置場(6)
CY(7)
海貨業者(2)
NVOCC(2)
輸出⼊者(2)
関係省庁(3)
NACCSセンター

※ （）内は委員数を表す
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基本的には作業部会において議論を進めることとするが、検討する案件により、必要に応じて
個別検討会（サブワーキンググループ）を設置。

個別検討会（サブワーキンググループ）

第7次NACCS更改専⾨部会

情報処理運営協議会

輸出⼊通関作業部会 航空保税・貨物作業部会 海上保税・貨物作業部会

5




